
奈
良
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
十
四
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
規
則
第
三
十
一
号

奈
良
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
奈
良
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

奈
良
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
年
四
月
奈
良
県
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
二
項
第
一
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ウ

施
行
規
則
第
六
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

営
業
を
譲
り
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

「

（２
）

食
品
衛
生
法
第
５
４
条
か
ら

第
５
６
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り

（

第
三
号
様
式
及
び
第
四
号
様
式
中

許
可
を
取
り
消
さ
れ
そ
の
取

、

消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
２
年

を
経
過
し
な
い
こ
と
。

「

（２

）

食
品
衛
生
法
第
５
４
条
か
ら

有
有
・
無

第
５
６
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り

（有
の

有
の
場
合

）

許
可
を
取
り
消
さ
れ
そ
の
取

理
、

理
由

を

消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
２
年

年
月

年
月
日

を
経
過
し
な
い
こ
と
。

営
業
を
譲
り
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
旨

」

・
無

場
合

）



由日

に
改
め
、
こ
れ
ら
の
様
式
の
提
示
書
類
新
規
申
請
の
場
合
に
次
の
よ
う
に
加

」

え
る
。

３
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
第
６
７
条
第
１
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合

に
あ
っ
て
は
営
業
を
譲
り
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

、

第
五
号
様
式
の
添
付
書
類
１
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

１
戸
籍
謄
本
又
は
不
動
産
登
記
規
則

（平
成
１
７
年
法
務
省
令
第
１
８
号

）第
２
４
７
条

第
５
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
法
定
相
続
情
報
一
覧
図

の
写
し

（
公
衆
浴
場
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

公
衆
浴
場
法
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
一
年
六
月
奈
良
県
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
同
条
た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
変
更
が
な
い
事
項
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

第
一
条
第
三
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
省
令
第
一
条
た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る

書
類
の
う
ち
変
更
が
な
い
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

省
令
第
一
条
た
だ
し
書
、
第
二
項
た
だ
し
書
又
は
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
第
一
項
の
公
衆
浴
場
営
業
許
可
申
請
書
を
提
出
す
る
際
に
、
営
業
を
譲
り
受
け

た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「

第
一
号
様
式
中

使
用
燃
料
の
種
別

「



使
用
燃
料
の
種
別

を
」

営
業
を
譲
り
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
旨

に
改
め
る
。

」

第
二
号
様
式
そ
の
一
の
添
付
書
類
１
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

１
戸
籍
謄
本
又
は
不
動
産
登
記
規
則

（平
成
１
７
年
法
務
省
令
第
１
８
号

）第
２
４
７
条

第
５
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
法
定
相
続
情
報
一
覧
図

の
写
し

（
理
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

理
容
師
法
施
行
細
則
（
平
成
十
年
三
月
奈
良
県
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
の
医
師
の
診
断
書
」
を
「
に
規
定
す
る
も
の
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ

し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
同
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
平
面
図
及
び
付
近
の
見
取
図
の

う
ち
変
更
が
な
い
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
施
行
規
則
第
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
第
五
号
に
掲
げ

る
事
項
に
変
更
が
な
い
場
合
に
限
り
第
一
号
の
書
類
の
提
示
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

施
行
規
則
第
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
同
条
第
二
項
た
だ
し
書
、
同
条
第
三
項
た
だ
し
書
、

前
項
た
だ
し
書
又
は
こ
の
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
は
、
営
業
を
譲
り
受
け

た
こ
と
を
証
す
る
書
類

「

第
二
号
様
式
中



「
を

」

営
業
を
譲
り
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
旨

に
改
め
る
。

」

（
美
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

美
容
師
法
施
行
細
則
（
平
成
十
年
三
月
奈
良
県
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
の
医
師
の
診
断
書
」
を
「
に
規
定
す
る
も
の
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ

し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
同
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
平
面
図
及
び
付
近
の
見
取
図
の

う
ち
変
更
が
な
い
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
施
行
規
則
第
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
第
五
号
に
掲
げ

る
事
項
に
変
更
が
な
い
場
合
に
限
り
第
一
号
の
書
類
の
提
示
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

施
行
規
則
第
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
同
条
第
二
項
た
だ
し
書
、
同
条
第
三
項
た
だ
し
書
、

前
項
た
だ
し
書
又
は
こ
の
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
は
、
営
業
を
譲
り
受
け

た
こ
と
を
証
す
る
書
類

「

第
二
号
様
式
中「

を



」

営
業
を
譲
り
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
旨

に
改
め
る
。

」

（
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
（
平
成
十
三
年
十
月
奈
良
県
規
則
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
施
行
規
則
第
一
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
平
面
図
及
び

付
近
の
見
取
図
の
う
ち
変
更
が
な
い
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
施
行
規
則
第
一
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
第
六
号
に
掲

げ
る
事
項
に
変
更
が
な
い
場
合
に
限
り
第
一
号
の
書
類
の
提
示
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

施
行
規
則
第
一
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
、
前
項
た
だ
し
書
又
は
こ
の
項
た
だ
し
書
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
場
合
は
、
営
業
を
譲
り
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

第
三
条
第
三
項
中
「
、
前
項
第
二
号
」
を
「
前
項
第
二
号
」
に
改
め
、
「
書
類
を
」
の
下
に
「
、

施
行
規
則
第
一
条
の
三
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
と
き
は
営
業
を
譲
り
受
け
た
こ

と
を
証
す
る
書
類
を
」
を
加
え
る
。

「

１
洗
濯
物
の
受
取
及
び
引
渡
し
の
み
を
行
う
。

営
業

形
態

（委
託
先
：

第
一
号
様
式
中

（該
当
事
項
に
◯
印
を
２
ク
リ

ーニ
ン
グ
業
法
第
３
条
第
３
項
第
５
号

記
入

）

定
す
る
洗
濯
物
を
取
り
扱
わ
な
い
。

「

１
洗
濯
物
の
受
取
及
び
引
渡
し
の
み
を
行
う
。



営
業

形
態

（委
託
先

）

：

）

（該
当
事
項
に
◯
印
を
２
ク
リ

ーニ
ン
グ
業
法
第
３
条
第
３
項
第
５
号
に
規

を
に
規

記
入

）

定
す
る
洗
濯
物
を
取
り
扱
わ
な
い
。

」

営
業
を
譲
り
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
旨

に
改
め
る
。

」

「

１
ク
リ

ーニ
ン
グ
業
法
第
３
条
第
３
項
第

営
業

形
態

定
す
る
洗
濯
物
を
取
扱
う
。

第
一
号
様
式
の
二
中

（該
当
事
項
に
◯
印
を
２
ク
リ

ーニ
ン
グ
業
法
第
３
条
第
３
項
第

記
入

）

定
す
る
洗
濯
物
を
取
扱
わ
な
い
。

「

１
ク
リ

ーニ
ン
グ
業
法
第
３
条
第
３
項
第
５
号

５
号
に
規

営
業

形
態

定
す
る
洗
濯
物
を
取
り
扱
う
。

（該
当
事
項
に
◯
印
を
２
ク
リ

ーニ
ン
グ
業
法
第
３
条
第
３
項
第
５
号

を

５
号
に
規

記
入

）

定
す
る
洗
濯
物
を
取
り
扱
わ
な
い
。

」

営
業
を
譲
り
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
旨

に
規



に
規

に
改
め
る
。

」

（
奈
良
県
旅
館
業
の
業
務
の
適
正
な
運
営
の
確
保
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

奈
良
県
旅
館
業
の
業
務
の
適
正
な
運
営
の
確
保
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
八

年
十
月
奈
良
県
規
則
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
中
「
前
項
の
図
面
」
を
「
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
」
に
改
め
、
同
項
に
次

の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
同
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五

号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
変
更
が
な
い
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

省
令
第
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
同
条
第
二
項
た
だ
し
書
又
は
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用

を
受
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
省
令
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
書
を
提
出
す
る
際
に
、
営

業
を
譲
り
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「

条
例
第
２
条
第
４

第
一
号
様
式
中

項
第
５
号
に
該
当

有
・
無

す
る
こ
と
の
有
無

「

条
例
第
２
条
第
４

項
第
５
号
に
該
当

有
・
無

を

す
る
こ
と
の
有
無

」

営
業
を
譲
り
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
旨



に
、
「た

め
の
設
備
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る

」

「た
め
の
設
備
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る

も
の
の
概
要
を
示
す
書
類

」
を

注
旅
館
業
法
施
行
規
則
第
１
条
第
１
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
あ

変
更
が
な
い
書
類
に
限
り
当
該
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ

、

も
の
の
概
要
を
示
す
書
類

に
改
め
る
。

っ
て
は
添
付
書
類
１
か
ら
５
ま
で
及
び
７
の
う
ち

、

と
が
で
き
る

」

。

第
二
号
様
式
そ
の
三
の
添
付
書
類
１
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

１
戸
籍
謄
本
又
は
不
動
産
登
記
規
則

（平
成
１
７
年
法
務
省
令
第
１
８
号

）第
２
４
７
条

第
５
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
法
定
相
続
情
報
一
覧
図

の
写
し

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
提
出

さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た

も
の
と
み
な
す
。
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